
 
新型コロナウィルス感染症が５類感染症に移行されることにともない、病棟

での面会を再開しました。 

 しかしながら津島保健所より新型コロナウィルス感染症の感染拡大が示唆さ

れる報告が上がっております。ウィルスの感染力は依然として強いことに変わ

りはなく、病院としては引き続き院内感染の防止に努める必要があります。 

感染拡大となる指標が津島保健所より発表となった場合は面会の時間や人数

については以下のとおり制限させていただきます。 

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会証をお持ちの方のみ、病棟への立ち入りを認めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会制限となった場合の面会ルール 
 

・面会時間 １４：００～１７：００（診療日・休診日問わず） 

・面会人数 １日２名以内 ⇒ １日１名まで 

・面  会 病室内での荷物受け渡しのみ可（5 分以内） 

         ※体調の優れない方、マスクのできない方の面会は禁止とさせて 

いただきます。（面会時に乳幼児等が同行せざるを得ない場合は 

あらかじめ医師・看護師にご相談ください） 

7 月 22 日より面会制限が再開される可能性があります 

JA 愛知厚生連海南病院 R5.7.14 

○面会者は正面入口横の面会受付にて「病棟立入確認表」を記載していただき、 

 面会証（緑色のストラップ）受け取ってください。 

○面会終了後に面会証を面会受付までご返却ください。 

 

 

 

＜面会証について＞ 


